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諮 問 事 項 
 
 
 

諮 問 番 号 件           名 頁 

諮問第１０６号 

 

鳥栖基山都市計画道路の変更（佐賀県決定） 

  ３・５・１３１号酒井西小郡線の追加 

 

１～２ 

諮問第１０７号 

 

鳥栖基山都市計画道路の変更（鳥栖市決定） 

  ３・５・１３２号重田酒井西線の追加 

 

３～４ 

諮問第１０２号 

 

 鳥栖市都市計画マスタープランの策定について（継続審議） 

 

５ 

 



  

１ 

諮問第１０６号 鳥栖基山都市計画道路の変更（佐賀県決定） 
 
 

変更する路線の名称等 頁 

３・５・１３１号酒井西小郡線の追加 （佐賀県決定） １~２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

２ 

 

鳥栖基山都市計画道路の変更（佐賀県決定） 
 

都市計画道路３・５・１３１号酒井西小郡線を次のように追加する。 

種
別 

名   称 位   置 区 域 構    造 備 考 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主な 
経過地 

延 長 
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造 

 

幹
線
街
路 

3・5・131 酒井西小郡線 
鳥栖市 
酒井西町 
字溝狭間 

鳥栖市 
酒井東町 
字川口 

鳥栖市 
酒井東町 
字瘤町 

約 1,020ｍ  2車線 13.0ｍ   

車線の数の内訳 2車線 約 1,020ｍ  

構造形式の内訳 鳥栖市 

酒井西町 

字瘤町 

鳥栖市 

酒井東町 

字川口 

 

約 390ｍ 嵩上式  13.0ｍ   

   
約 630ｍ 地表式  13.0ｍ 

幹線街路と平面交差 2

箇所 
 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

【理 由】 

 ○ 主要地方道鳥栖朝倉線は、今後整備予定の味坂スマートインターチェンジ（仮称）を介して既存の高速交通体系である九州縦貫自動車道と

接続することで、国道３号等の主要幹線道路とともに広域交通ネットワークを形成し、地域内及び県内外の主要都市との交流・連携の促進や

流通業務機能の強化、新たな広域物流拠点の形成を支援する路線である。 

○ 今回、九州縦貫自動車道味坂スマートインターチェンジ（仮称）が平成３０年８月に新規事業化されたことから、主要地方道鳥栖朝倉線の

うち国道３号から味坂スマートインターチェンジ（仮称）に至るＬ＝１，０２０ｍの区間の整備を推進するため、当該区間について３・５・

１３１号酒井西小郡線として都市計画決定するものである。 

 



  

３ 

諮問第１０７号 鳥栖基山都市計画道路の変更（鳥栖市決定） 
 
 

変更する路線の名称等 頁 

鳥栖基山都市計画道路の変更（鳥栖市決定） 

  ３・５・１３２号重田酒井西線の追加 
３~４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

４ 

鳥栖基山都市計画道路の変更（鳥栖市決定） 
 

 

都市計画道路３・５・１３２号重田酒井西線を次のように追加する。 

種
別 

名   称 位   置 区 域 構    造 備 考 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主な 
経過地 

延 長 
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 
地表式の区間にお
ける鉄道等との交
差の構造 

 

幹
線
街
路 

3・5・132 重田酒井西線 
鳥栖市 
飯田町 
字川巡 

鳥栖市 
酒井西町 
字三十六 

鳥栖市 
酒井西町 
字三十六 

約 910ｍ 地表式 2車線 14.5ｍ 
幹線街路と平面交
差 2箇所 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

【理 由】 

 ○ 飯田水屋線ほか２路線は、鳥栖市飯田町を起点とし、福岡県久留米市に至る市道であり、今後整備予定の味坂スマートインターチェンジ（仮

称）アクセス道路である主要地方道鳥栖朝倉線を介して既存の高速交通体系である九州縦貫自動車道と接続することで、国道３号、主要地方

道鳥栖朝倉線などの主要幹線道路とともに広域交通ネットワークを形成し、地域内及び県内外の主要都市との交流・連携の促進や、工業流通

機能の強化、新たな広域物流拠点の形成を支援する路線である。 

○ 今回、九州縦貫自動車道味坂スマートインターチェンジ（仮称）が平成３０年８月に新規事業化されたことから、市道飯田水屋線ほか２路

線のうち、飯田町交差点から味坂スマートインターチェンジ（仮称）アクセス道路主要地方道鳥栖朝倉線に至るＬ＝約９１０ｍの区間につい

て、３・５・１３２号重田酒井西線として都市計画決定するものである。 

 

 

 

 

 

 



  

５ 

諮問第１０２号 鳥栖市都市計画マスタープランの策定について（継続審議） 

 

   都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項に規定する市町村の都市計画に関する基本方針である、鳥栖市都市計

画マスタープランを策定するため、次のとおり審議会の意見を求める。 

 

１．策定理由 

総合的かつ長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての方向性を明らかにするとともに、市民の意見を反映

させながら、様々な社会構造の変化のなか持続可能で活力のある都市づくりを進めるため、本市の特性に応じた都市計画に関する基本

的な方針を定める。 

 

２．策定期間  

 平成２９年度～平成３１年・令和元年度 


